
業務委託仕様書 
「新産業創出ネットワーク事業（専門家による伴走支援）」 

 

１ 目的 

多くの県内企業は、自社で経験を培ってきたビジネス分野以外で新事業を実施した経験が少な

く、新規事業に必要な事業計画、研究・開発、販路開拓等に求められる知識やノウハウについて

も自社独自で対応せざるを得ないことから、新規事業が思うように進まず、事業計画に沿った結

果に結び付いていない。 

このように、県内企業が自社単独で新規事業を実施することは極めて難しい状況にあることか

ら、新規事業への取組意欲が高い県内中小企業等を募集し、新規事業専門のコンサルタントより、

事業計画のＰＤＣＡや課題解決の手法、資金調達の相談等、企業に寄り添った、状況に応じた伴

走型のコンサルティングを行い、事業計画に沿った着実な事業実施を支援する。 

 

２ 業務委託内容 

(1) 専門家の選定 

企業の新事業創出に関して豊富な支援実績を持つ専門家を選定すること。 

(2) 県内企業等の掘り起こし 

かごしま産業支援センター（以下「センター」という。）と連携し、新規事業への取組意欲が

高い県内中小企業等に対し、ホームページによる募集及び訪問等を通じた掘り起こしやヒアリ

ング等を行い、事業計画等に関する助言等を行うこと。 

（概ね25社程度） 

(3) コンサルティング支援 

専門家による助言を以下の段階で行うこと。 

ア 県内中小企業等における新規事業の事業化から販路開拓までの各段階 

イ 新事業創出支援補助事業に係る事業計画の策定段階 

ウ 新事業創出支援補助事業に係る実施段階 

・令和６年度・令和７年度から継続して新事業創出支援事業補助金を活用している補助事

業者 

・令和８年度から新事業創出支援事業補助金を活用する補助事業者 

なお、事業者の募集は受託者が行うこととするが、ウについては、センターが該当事業者に

対して希望の有無を確認する。 

(4) 伴走支援の審査・決定等 

伴走支援を受ける事業者の選定のために、伴走支援を行う専門家等による審査を行い、セン

ターに報告すること。 

センターは、審査結果を知事に報告し、知事が対象事業者の採択決定を行う。 

（対象事業者数は、上記(3)ア～ウを合わせて15者程度を想定） 



なお、実施回数、実施方法、実施時期については、センター及び伴走支援を受ける事業者と

協議の上で決定する。 

また、事業者によって実施回数等に差異が生じることが想定されるため、支援の詳細は契約

締結後とする。 

(5) ブラッシュアップ支援補助金審査業務への協力 

受託者は、発注者が別途実施する伴走支援者を対象とする「ブラッシュアップ支援補助金」

の審査に際し、補助金の申請を行った伴走支援者に係る評価を実施して、評価結果をセンター

に提出すること。 

(6) 進捗状況管理 

コンサルティング支援の実施状況を取りまとめ、定期的にセンターに報告すること。 

(7) 関係機関との連携 

技術的な課題や資金的な課題等、コンサルティング支援で解決が困難な課題が発生した際は、

関係機関と連携した上で、課題の解決に努めること。 

なお、課題解決が困難と判断される場合は、速やかにセンターへ報告すること。 

(8) 効果検証の実施 

当該年度の支援事業者に対してアンケート等を実施し、事業効果を検証すること。 

(9) 報告書の作成 

実施結果（支援内容、開催の様子が分かる写真等）、アンケート結果、効果検証等について取

りまとめた報告書を作成し、センターに提出すること。 

 

３ その他 

(1) 目的を達成できない場合又は事業を実施したことを証する証拠書類等が確認できない場合に

は、委託料を減額し、全部又は一部の返還を求める場合がある。 

(2) 委託業務の実施に当たっては、国や地方公共団体等の他の助成金、補助金、委託費等を使用

しないこと。 

(3) 受託者は、委託業務の実施に当たって、不明確な点や改善の必要があると認められる場合は、

センターと協議すること。 


